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賛助会員一覧 （2021年7月1日現在）

株式会社ロッテ
【担当者連絡先】
担当部署：広報部
住　　所：〒160-0023●
● 東京都新宿区西新宿3-20-1
電　　話：03-5388-5694
http://www.lotte.co.jp/

株式会社そごう・西武
【担当者連絡先】
担当部署：商事事業部
住　　所：〒102-0084●
● 東京都千代田区二番町5-25●二番町センタービル8階
電　　話：03-6272-7643
http://www.sogo-seibu.co.jp

ぺんてる株式会社
【担当者連絡先】
担当部署：東京営業部
住　　所：〒101-0032●
● 東京都千代田区岩本町3-6-10
電　　話：03-3866-6208
http://www.pentel.co.jp

株式会社ヤクルト本社
【担当者連絡先】
担当部署：直販営業部
住　　所：〒105-8660●
● 東京都港区東新橋1-1-19
電　　話：03-3574-8946
http://www.yakult.co.jp

J－NET株式会社
【担当者連絡先】
担当部署：経営企画本部
住　　所：〒110-0015●

東京都台東区東上野2-24-1●トータテ上野ビル
電　　話：03-5818-7743
http://www.j-net-sys.co.jp

６月
■2020年度通常総会（書面）

　①社員の経費負担について

　②常勤理事の報酬について

　③2019年度決算について

　④理事の選任について

　⑤非常勤役員報酬規程について

■第1回常任幹事会を開催

７月●　
■社会貢献大賞・都府県方面部門表彰式を開催●

■社会貢献活動年間報告書「AJOSC’s●2019」を●

　発行

■第2回理事会（書面）

　①常任幹事の選任について

９月
■第2回常任幹事会を開催

11月
■第3回常任幹事会を開催

12月
■2020年社会貢献、社会還元の実施調査●

１月
■2019年度第1回常任幹事会を開催●

３月
■2019年度第2回理事会（書面）●

　①議長代行について

　②顧問・参与の選任について

　③委員会の設置について

　④社会貢献大賞審査委員会細則について

　⑤社会貢献審査委員の選任について

　⑥助成事業運営細則について

　⑦2020年度助成事業の選考について

　⑧経理規定について

　⑨協賛パートナーについて

■2019年度第2回常任幹事会を開催

４月
■監事会を開催●

■社会貢献大賞審査委員会（書面）●

■2020年度第1回理事会（書面）●

　①2019年度事業・決算報告について

　②2020年度事業計画（案）について

　③2020年度収支予算案について

　④第15回社会貢献大賞の審査結果について報告

POSCの活動この1年
（2020年1月～12月の主な活動）
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一般社団法人　パチンコ・パチスロ社会貢献機構　組織図

名 誉 顧 問
顧 問
参 与

代 表 理 事
副 代 表 理 事
専 務 理 事
理 事

1名

2名

1名

3名～25名

若干名

常 任 幹事

事　務　局

社　員

社　員　総　会

理　事　会

1名～3名

監　事

役員【2021 年 7 月 1 日現在】

阿部 恭久
全日遊連 理事長

■専務理事

廣田 卓也
元NHK松山放送局 副局長 

■顧問

野沢 太三
全国保護司連盟 理事長
元法務大臣

■代表理事

宮田 亮平
前文化庁長官

■副代表理事

野口 昇
日本ユネスコ協会連盟
顧問

■名誉顧問

杉浦 正健
弁護士
元法務大臣

松尾 守人
パシフィック野球連盟 参与
元ロッテ 常務取締役

永井 多惠子
国際演劇協会 会長

田中 哲二
中国研究所 会長
中央アジア研究所 所長
元日本銀行 参事

松尾 道彦
全日遊連 副理事長

脇田 直枝
W.N コミュニケーションズ 代表

太田 裕之
全日遊連 専務理事

原 一夫
税理士

■理事

赤松 広隆
衆議院議員
衆議院 副議長

上野 公成
都市再生研究所 理事長
元参議院議員

■監事

高橋 孝一郎
全日遊連 顧問税理士

■常任幹事
川北 秀人
人と組織と地球のための国際研究所 代表者

榊原 光裕
元全日本社会貢献団体機構 専務理事

進藤 勇治
元通産省企画官

玉井 賢二
平山郁夫シルクロード美術館 副理事長

星野 謙
全日遊連 副理事長

松尾 道彦
機構 理事

桺 原 克弘
全日遊連 事務局長

毛利 秀美
機構 事務局長

■事務局
事務局長
毛利 秀美
元NHK部長    

安井 康雄
元全日本社会貢献団体機構 専務理事

山下 頼充
元全日本社会貢献団体機構 専務理事

■参与
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第１章　総則
当法人は、一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構（以下「機構」という。）と称する。英文では
Pachinko-Pachislot Organization of Social Contribution とし、略称を POSC と表示する。 

機構の主たる事務所は、東京都新宿区に置く。 
 

機構は、社会貢献事業が社会を支える極めて重要な活動であるとの観点に立ち、遊技産業（風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第４号に規定する営業（ぱちんこ屋及び同法施行令第８条に規定す
る営業に限る。）及び当該営業に関係する事業をいう。以下同じ。）並びに公的機関及び民間団体と連携しながら、
文化及び芸術の振興、平和で住みよい社会づくり並びにパチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む民
間団体及び研究機関に対する支援などの社会貢献活動を推進することを目的とする。

機構は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
（1）民間団体及び研究機関（本条において、以下「民間団体等」という。）が行う活動及び研究（本条において、
　    以下「活動等」という。）に対する助成　 
（2）民間団体等が行う活動等に対する顕彰 
（3）民間団体等が行う活動等の現状と今後の可能性を考えるフォーラム等の開催
（4）前３号の事業その他の機構が推進する社会貢献活動に関する報告書の作成及び配布その他広報活動の推進
（5）その他機構の目的を達成するために必要な事業 

機構の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。
 
第２章　社員
遊技産業に関係する団体で機構の目的に賛同する者は、理事会の議決を経て、機構の社員となることができる。

（1）社員は、機構を運営するために必要な経費を支払わなければならない。
（2）社員が支払う経費の額は、社員総会の決議により定める。

（1）社員は、３か月前までに退社届を提出することによって、任意に機構を退社することができる。
（2）社員は、退社届の提出後においても、退社の時まで前条に定める経費の支払い義務を負うものとする。
（3）社員は、第１項に定める場合のほか、次の各号に掲げる事由により当然に退社する。
　①破産、民事再生又は会社更生等の法的倒産手続開始の申立てがあったこと
　②前条に定める経費の支払いを６か月以上滞納し、催告にもかかわらず支払わなかったこと
　③総社員の同意
　④解散
　⑤除名 

（1）社員が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分
の２以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議により除名することができる。

　①機構の名誉を毀損し、又は機構の目的に反する行為をしたとき
　②機構の定款又は社員総会の決議に違反する行為をしたとき
（2）前項の定めにより社員を除名する場合には、機構は、当該社員に対し、除名の決議を行う社員総会の日か

ら１週間前までにその旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

第３章　社員総会
（1）社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれもすべての社員をもって構成する。
（2）定時社員総会は毎年６月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。
（3）社員総会の開催は理事会において決定し、代表理事が招集する。
（4）社員総会を招集するときは、開催日の１４日前までに、各社員に対し、開催日時、場所及び議題を記載し

た書面又は電磁的方法によって通知を発しなければならない。

（1）社員総会の議長は、代表理事がこれを行う。
（2）代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを行う。

（1）社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員
が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

（2）理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員
が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議が
あったものとみなす。

社員の議決権の個数は、社員総会の決議により定める当該事業年度の経費負担の割合（当該事業年度の経費負担
の割合に関する社員総会の決議がない場合には、前事業年度における割合とする。）に応じて次のとおりとする。
ただし、設立後、経費負担の割合に関する決議がなされるまでの間に開催される社員総会においては、社員は各
１個の議決権を有するものとする。
　　経費負担の割合が　０%を超え　　５%未満の場合　　１個
　　経費負担の割合が　５%以上で　１０%未満の場合　　２個
　　経費負担の割合が１０%以上で　１５%未満の場合　　３個 
　　経費負担の割合が１５%以上で　２０%未満の場合　　４個
　　経費負担の割合が２０%以上で　２５%未満の場合　　５個 
　　経費負担の割合が２５%以上で　３０%未満の場合　　６個
　　経費負担の割合が３０%以上で　３５%未満の場合　　７個
　　経費負担の割合が３５%以上で　４０%未満の場合　　８個
　　経費負担の割合が４０%以上で　４５%未満の場合　　９個
　　経費負担の割合が４５%以上で　５０%未満の場合　１０個
　　経費負担の割合が５０%以上で　５５%未満の場合　１１個
　　経費負担の割合が５５%以上で　６０%未満の場合　１２個
　　経費負担の割合が６０%以上で　６５%未満の場合　１３個
　　経費負担の割合が６５%以上で　７０%未満の場合　１４個
　　経費負担の割合が７０%以上で　７５%未満の場合　１５個
　　経費負担の割合が７５%以上で　８０%未満の場合　１６個
　　経費負担の割合が８０%以上で　８５%未満の場合　１７個
　　経費負担の割合が８５%以上で　９０%未満の場合　１８個
　　経費負担の割合が９０%以上で　９５%未満の場合　１９個
　　経費負担の割合が９５%以上で１００%未満の場合　２０個

第１条 （名称）

第２条
 （主たる事務所の所在地）

第３条 （目的）

第４条 （事業）

第５条 （公告の方法）

第６条
 （社員資格と入社）

第７条 （経費の負担）

第８条 （社員の退社）

第９条 （社員の除名）

第10条 （社員総会）

第11条 （議長）

第12条 （決議の方法）

第13条（議決権）

第4章　役員
機構に次の各号に掲げる役員を置く。
　①代表理事１名
　②副代表理事２名
　③専務理事１名
　④理事３名以上２５名以内（代表理事、副代表理事及び専務理事である理事を含む。） 
　⑤監事１名以上３名以内
（1）理事及び監事は、社員総会において選任する。
（2）代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事の中から理事会において選定する。

（1）代表理事は、機構を代表し、機構の業務を執行するものとし、当該自己の職務の執行状況を毎事業年度に
４か月を超える間隔で２回以上の頻度で理事会に報告しなければならない。

（2）副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
（3）専務理事は、代表理事を補佐して機構の業務を執行する。
 
（1）理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終

結の時までとする。
（2）補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
（3）補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とする。
（4）理事及び監事は、再任することができる。
（5）理事及び監事は、辞任し、又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、従前

の職務を行わなければならない。

理事及び監事の報酬は、社員総会の決議により定める。

第5章　理事会
（1）機構に理事会を置く。 
（2）理事会は、すべての理事をもって構成する。
（3）理事会は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上の頻度で開催しなければならない。

（1）理事会は、代表理事が招集する。 
（2）理事会を招集するときは、開催日の７日前までに、各理事及び監事に対し、開催日時、場所及び議題を記

載した書面又は電磁的方法によって通知を発しなければならない。

（1）理事会の議長は、代表理事がこれを行う。
（2）代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを行う。

（1）理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
（2）理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項

について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示を
したとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議
があったものとみなす。

理事会の議事については、書面をもって議事録を作成し、代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印し
なければならない。

第6章　計算等
機構の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

代表理事は、毎事業年度終了後３か月以内に、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事
の監査を受け、理事会の承認後、定時社員総会の承認を受けなければならない。

機構は、剰余金の分配を行わない。

機構が解散した場合における残余財産は、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人若しくは公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号イからトまでに掲げる法人に帰属させる。

第7章　その他
この定款に定めるもののほか、機構の業務を執行するために必要となる事項は、理事会の議決を経て、代表理事
が定める。

付　　　則
機構の最初の事業年度は、機構成立の日から２０２０年３月３１日までとする。

（1）機構の設立時の理事は、次に掲げるとおりとする。
　　　赤松広隆　　　阿部恭久　　　上野公成　　　大野春光　　　小野良樹
　　　末松信介　　　杉浦正健　　　田中哲二　　　永井多惠子　　野口　昇
　　　廣田卓也　　　松尾道彦　　　松尾守人　　　吉田雅巳　　　脇田直枝
（2）機構の設立時の監事は、次に掲げるとおりとする。
　　　霜鳥　敦　　　高橋孝一郎　　原　一夫
（3）機構の設立時の代表理事は、次に掲げるとおりとする。
　　　杉浦正健
（4）機構の設立時の副代表理事は、次に掲げるとおりとする。
　　　阿部恭久　　　野口　昇
（5）機構の設立時の専務理事は、次に掲げるとおりとする。
　　　廣田卓也

機構の設立時の社員は、次に掲げるとおりとする。
（1）東京都新宿区市ヶ谷左内町８番地　全日本遊技事業協同組合連合会
（2）東京都新宿区市ヶ谷左内町８番地　全日本遊技事業防犯協力会連合会

第14条（役員）

第15条（選任）

第16条（職務）

第17条 （任期）

第18条 （報酬）

第19条 
（理事会の設置、
構成及び開催）

第20条 （招集）

第21条 （議長）

第22条 （決議の方法）

第23条 （議事録）

第24条（事業年度）

第25条（計算書類等）

第26条
（剰余金の分配）

第27条
（残余財産の帰属）

第28条（細則）

第1条
（最初の事業年度）

第2条
（設立時の役員）

第3条
（設立時の社員）

一般社団法人　パチンコ・パチスロ社会貢献機構　定款
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2021年7月吉日
一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構

事務局長　毛利秀美

「POSC's 2020社会貢献活動年間報告書」の発行にあたって

　2019年11月組織改組により、一般社団法

人パチンコ・パチスロ社会貢献機構として初め

ての発刊となる「POSC’s 2020社会貢献活動

年間報告書」をお届けします。この報告書は、

2020年1月から12月までの一年間に当機構と

遊技業界の皆さんが実施した社会貢献活動を

とりまとめたものです。

　2020年は、東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催という歴史的な年になる予定でしたが、

新型コロナ感染症の影響により2021年へ延期

となりました。オリンピック直前となる2021年

6月時点でも3度目の「緊急事態宣言」が発出さ

れており、無事に開催されるか予想できません。

ワクチン接種も始まっていますが、まだまだ収

束するには時間が必要です。

　「POSC’s 2020社会貢献活動年間報告書」

は、『「継続そして前進」～依存問題への正し

い理解と適切な支援～』をテーマに編集しまし

た。POSCは、助成事業の重要な位置付けとし

て依存問題の予防と解決に取り組む事業・研

究への支援を行っております。今後も継続して

支援を行っていくことが、遊技業界にとって社

会的責務のひとつでもあります。

　2020年は新型コロナ感染症の影響で遊技

業界にも、様々な影響が発生し経営的に厳しい

状況にありました。そのような状況下でも医療

機関などへの防護服・マスク支援を始め、子ども

食堂など地域への社会貢献活動やボランティ

ア活動に精力的に取り組み、地域に根ざした企

業として社会にその存在感を高めています。

　今年もフルページ版はＨＰに掲載いたします

が、より簡便なダイジェスト版は、全国の図書

館、自治体、警察、経済界など各方面にお送り

します。当機構や遊技業界の社会貢献活動へ

の理解を深めていただく一助になればと願って

います。

編集後記

POSC（Pachinko-Pachislot Organization of Social Contribution の略称です）

社会貢献活動年間報告書2020 
■発行日：2021年7月30日 
■編集・発行：一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構　
　〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町16市ヶ谷見附ハイム103 
　http://www.posc.or.jp 
■編集協力：株式会社 計画制作社 


